
 

令 和令 和令 和令 和 ６６６６ 年年年年 ９９９９ 月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例 会会会会    

追 加 議 事 日追 加 議 事 日追 加 議 事 日追 加 議 事 日 程程程程                       令和６年９月２６日 午    時   分開議  追加日程第 １ 同意第１１号 愛荘町職員懲戒審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 追加日程第 ２ 議案第６０号 愛荘町国民健康保険条例の一部を改正する条例 追加日程第 ３ 議案第６１号 愛荘町少年センター設置条例の一部を改正する条例 追加日程第 ４ 議案第６２号 契約の締結につき議決を求めることについて 追加日程第 ５ 議案第６３号 令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第５号） 追加日程第 ６ 議案第６４号 令和６年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）                 （令和６年９月２６日 午    時   分  ）    



 



 

同意第 １１ 号   愛荘町職員懲戒審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて   上記の議案を提出する。  令和６年９月２６日  愛荘町長 有 村 国 知    愛荘町職員懲戒審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 
 愛荘町職員懲戒審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方自治法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第５項の規定により議会の同意を求める。 

 

 住 所 滋賀県犬上郡甲良町大字在士５０８番地 氏 名 陌 間はざま 秀ひで 介ゆき 生年月日 昭和４３年（１９６８年）６月２４日 
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議案第 ６０ 号   愛荘町国民健康保険条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。  令和６年９月２６日  愛荘町長 有 村 国 知    愛荘町国民健康保険条例の一部を改正する条例 
 愛荘町国民健康保険条例（平成１８年愛荘町条例第１１６号）の一部を次のように改正する。 第１２条中「第９項」を「第５項」に、「もしくは虚偽の届出をした場合または同条第３項もしくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を「または虚偽の届出をした場合」に改める。 付 則 （施行期日） １ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 （経過措置） ２ この条例の施行の日前にした行為および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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議案第 ６１ 号   愛荘町少年センター設置条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。  令和６年９月２６日  愛荘町長 有 村 国 知    愛荘町少年センター設置条例の一部を改正する条例 
  愛荘町少年センター設置条例（令和５年愛荘町条例第２１号）の一部を次のように改正する。  第３条中「滋賀県愛知郡愛荘町安孫子８２５番地」を「滋賀県愛知郡愛荘町愛知川７２番地」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ６２ 号   契約の締結につき議決を求めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年９月２６日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 契約の締結につき議決を求めることについて 
  次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第２条の規定により、議決を求める。 
 記 
     １ 契約の目的         令和６年度 愛荘町給食センター厨房機器更新工事     ２ 契約の方法         公募型プロポ－ザル方式     ３ 契 約 金 額         金 ５３３，５００，０００円     ４ 契約の相手方   住 所  京都府京都市伏見区竹田田中宮町１５番地                氏 名  株式会社 中西製作所 京都営業所  所長 �山 智之                     
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